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国立大学法人東京農工大学事務組織規程の一部改正 

現行 改正 改正理由 

目次 目次  
第1章 総則(第1条・第2条) 第1章 総則(第1条・第2条) 

 

第2章 事務組織(第3条－第 20条) 第2章 事務組織(第3条－第 20条) 

第3章 所掌事務(第21条－第 35条) 第3章 所掌事務(第21条－第 35条) 

第4章 雑則(第36条) 第4章 雑則(第36条) 

附則 附則 

 

本則 

 

本則 

   第2章 事務組織 第2章 事務組織  
 

第6条 削除 

(教育支援室) 

第6条 学務部学生総合支援課に、教育支援室を置く。  

(小金井地区事務部) 

第9条 小金井地区事務部に、学生支援室、総務室、会計室及び

生物システム応用科学府事務室を置く。 

(小金井地区事務部) 

第9条 小金井地区事務部に、学生支援室、総務室、会計室、戦

略企画室及び生物システム応用科学府事務室を置く。 
 

(次長) 

第17条 課に、次長を置くことができる。 

(次長) 

第17条 課等に、次長を置くことができる。 
 

2 次長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。 2 次長は、上司の命を受け、課等の事務を処理する。  

   第3章 所掌事務 第3章 所掌事務  
(学生総合支援課) 

第23条 学務部学生総合支援課においては、次の事務をつかさど

る。 

(学生総合支援課) 

第23条 学務部学生総合支援課(教育支援室を除く。)において

は、次の事務をつかさどる。 
 

(1) (略) (1) (略)  
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(2) 学務部、大学教育センターの総務・会計に関すること。 (2) 学務部の総務・会計に関すること。  
(3)～(17) (略) (3)～(17) (略)  
(新設) (18) グローバル教育院(他の課等の所掌に属する事務を除

く。)に関すること。  

(18) (略) (19) (略)  
(19) (略) (20) (略)  
(20) (略) (21) (略)  

(新設) 2 学務部学生総合支援課教育支援室においては、次の事務をつか

さどる。  

 (1) 教育に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関するこ

と。  

 (2) 教育に係る評価等に関すること。  
 (3) 教育部会、グローバル教育院教養・専門基礎教育部会等の

諸会議に関すること。  

 (4) 教育情報の収集・管理及び発信に関すること。  
 (5) 教育に関する特定プロジェクトの支援に関すること。  
 (6) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。  
 (7) その他教育支援全般に関すること。  

(教育企画課) 

第24条 学務部教育企画課においては、次の事務をつかさどる。 

第24条 削除 
 

(1) 教育改革及び入試戦略に関し、企画・立案し、及び連絡調

整すること。 

 
 

(2) 教育に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関するこ

と。 

 
 



3 

 

(3) 教育に係る評価等に関すること。   
(4) 全学共通教育機構に関すること。   
(5) 教育部会、入試広報小委員会等の諸会議に関すること。   
(6) 入試戦略に係る広報に関すること。   
(7) 教育情報の収集・管理及び発信に関すること。   
(8) 大学教育センター（学生総合支援課所掌の事務を除く。）

に関すること。 

 
 

(9) 教育に関する特定プロジェクトの支援に関すること。   
(10) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。   
(11) その他教育企画全般に関すること。   
(入試課) 

第25条 学務部入試課においては、次の事務をつかさどる。 

(入試課) 

第25条 学務部入試課においては、次の事務をつかさどる。  

(1) (略) (1) (略)  
(2) 入学試験委員会等の諸会議に関すること。 (2) 入学試験委員会、グローバル教育院入試検討部会等の諸

会議に関すること。  

(3) (略) (3) (略)  
(新設) (4) 入試戦略に関し、企画・立案し、及び連絡調整すること。  
(新設) (5) 入試戦略に係る広報に関すること。  
(4) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。 (6) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。  
(5) その他入学者選抜に関すること。 (7) その他入学者選抜に関すること。  
(国際交流課) 

第25条の2 学務部国際交流課においては、次の事務をつかさど

る。 

(国際交流課) 

第25条の2 学務部国際交流課においては、次の事務をつかさど

る。 
 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略)  
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(4) 国際交流委員会に関すること。 (4) 国際交流委員会、グローバル教育院国際教育交流プログ

ラム部会等の諸会議に関すること。  

(5) 国際センターに関すること。 (削る)  
(6) (略) (5) (略)  
(7) (略) (6) (略)  
(8) (略) (7) (略)  
(9) (略) (8) (略)  
(小金井地区事務部) 

第35条 小金井地区事務部学生支援室においては、工学府・工学

部に係る次の事務をつかさどる。 

(小金井地区事務部) 

第35条 小金井地区事務部学生支援室においては、工学府・工学

部及び生物システム応用科学府に係る次の事務をつかさどる。 
 

(1)～(22) (略) (1)～(22) (略)  
2・3 (略) 2・3 (略)  
(新設) 4 小金井地区事務部戦略企画室においては、次の事務をつかさど

る。  

 (1) 小金井地区の管理・運営に係る将来構想戦略に関し、総括

し、企画し、連絡し、及び調整すること。  

 (2) 小金井地区の広報に関し、総括し、企画し、連絡し、及び

調整すること。  

 (3) 工学府・工学研究院執行部会に関すること。  
 (4) 生物システム応用科学府に係る運営委員会及び教授会等に

関すること。  

 (5) その他小金井地区の戦略及び広報に関すること。  
4 小金井地区事務部生物システム応用科学府事務室においては、

当該学府に係る次の事務をつかさどる。 

5 小金井地区事務部生物システム応用科学府事務室においては、

当該学府に係る次の事務をつかさどる。  

(1) (略) (1) (略)  
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(2) 運営委員会及び教授会等に関すること。 (削る)  
(3) (略) (2) (略)  
(4) 学生に関すること。 (削る)  
(5) 諸報告に関すること。 (削る)  
(6) その他事務に関すること。 (削る)  

   附 則(平成30年4月1日規程第11号) 

この規程は、平成 30年4月1日から施行する。 


